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 「四條畷市公共施設等総合管理計画※」に基づく施設ごとの具体的な取組方針や整備計画
方針として整理。

 市民ニーズ等の変化を踏まえつつ、施設総量（総床面積）の最適化やコンパクトな市域に
見合う施設の再配置の実現を図るため、長期的な視点をもって、公共施設の更新、統廃合、
複合化等の方向性を定める。

 施設の質と量、コストの最適化に取組み、将来的な財政負担の縮減と平準化をはかること
で、持続可能な行政運営を行う。

計画の目的・位置付け

目 的

庁内計画と整合・連携
「第６次四條畷市総合計画」・「都市計画マスタープラン」
との整合・連携を図りながら策定。

「建物」だけでなく「機能」で捉える施設再編
多様化する市民ニーズに応じたサービスを維持、
向上させるため、施設を建物としてだけでなく、
機能として捉えた公共施設再編に取組みを行う。

位置付け
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１．これまでの取組み

※四條畷市公共施設等総合管理計画策定に係る特別委員会での審議を経た後に策定。

第６次四條畷市総合計画
（平成28年3月策定）

整合・連携

四條畷市公共施設等

総合管理計画

（令和４年３月改訂）

四條畷市総合戦略

（令和４年度改訂予定）

四條畷市住生活基本計画

（四條畷市住宅マスタープラン）

（令和2年3月改訂）

四條畷市都市計画に関する基本的な方針

（四條畷市都市計画マスタープラン）

（平成29年3月改訂）

建築物系施設建築物を有さない施設インフラ系施設【個別施設計画】

・・・・・
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四條畷市個別施設計画【公共施設】

（令和２年１月策定）

（仮称）四條畷市財政運営計画

（令和４年策定予定）

参照：四條畷市公共施設等総合管理計画 P.2計画の位置付けを編集
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計画改訂に向けた取組み

令和２年１月 四條畷市個別施設計画【公共施設】の策定

令和２年２月 四條畷市公共施設再編検討会条例の制定

令和２年８月 四條畷市公共施設再編検討会で検討開始

令和４年２月 四條畷市公共施設再編検討会報告書を受理

令和４年４月 四條畷南中学校跡地整備検討事業に着手

公共施設において最適な施設の数や配置を実現し、将来世代により良い資産を引き継いでいくため、施設ごと

に今後の方向性を具体に示す「四條畷市個別施設計画【公共施設】」を策定。
なお、市庁舎や市民総合センターなどの再編内容は、市議会並びに市民から多方面にわたる様々なご意見をい

ただいたことから、計画（原案）を一部見直し、継続して検討を行う。

中長期的な視点に立った適正な公共施設の配置や規模などに関し、多角的な視点から今後の公共施設のあり
方について必要な事項を検討するため、四條畷市公共施設再編検討会条例を制定。

公共施設再編検討会条例に基づき、学識経験者や公共施設の関係団体の代表者、市民などで構成する四條
畷市公共施設再編検討会を設置し、継続して検討するとした１５施設の今後のあり方について、検討を開始する。

令和2年8月から計8回の議論の経て、令和4年1月に報告書が取りまとめられ、令和4年2月14日付けで報告
書が提出される。

四條畷南中学校跡地については、活用を前提とした提言が示されたことから、個別施設計画【公共施設】に掲
げる防災機能の確保、公園整備を念頭に置きつつ、費用対効果を踏まえた校舎棟の利活用や施設機能の集約
等について、報告書の提言内容を参酌し、非耐震施設の対策も視野に複合施設の整備に向けた整理・分析を進
めていく。

１．これまでの取組み

令和元年５月～ 四條畷市個別施設計画【公共施設】（原案）の策定
将来負担が最も少ない再編内容を骨子に計画（原案）を策定。

策定以降、パブリックコメント、緊急要望書の受理、第３回個別施設計画の策定に向けた市長との意見交換会な
どを実施する。
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緊急要望書への対応

個別施設計画【公共施設】（原案）に係る意見公募手続
（パブリックコメント）等において、いただいた要望の趣旨を
しっかり受け止め、改めて、説明を行う場を設定してまいり
ます。

回 答

国道１６３号以南、ＪＲ片町線以東の地域において、災害
時における避難所に指定している四條畷南中学校が平成
３０年度末に、四條畷東小学校が令和元年度末にそれぞ
れ廃校となるため、地域における避難所機能を有した施設
を早急に整備することが重要であると考えています。

このことから、整備を行う根拠となる個別施設計画の策
定に努めてまいります。

回 答

※令和元年７月２２日付で緊急要望書に対して回答。

令和元年8月21日から令和元年8月31日にかけて、５
回の意見交換会を実施。

１．これまでの取組み



計画の改訂などを行っていくうえでは、学識経験者や地域及び団体等の代表者などで構成する会議体で議論
を経たうえで、議会や市民との対話の機会を設けるなど、合意形成を図りながら取組を進めていくものとします。

（１）非耐震施設の対策
旧耐震基準で建設した建築物系施設のうち、耐震性が確認さ

れていない施設及び確保されていない施設は、耐震性が確保さ
れた施設へ移転することなどにより、安全性の確保を図ります。
（２）ＪＲ片町線以東・国道 163 号以南地域の防災機能の確保

四條畷市学校再編整備計画（平成30年11月策定）により、
四條畷南中学校が平成31年3月末に廃校、四條畷東小学校が
令和 2 年 3 月末に廃校となるため、ＪＲ片町線以東・国道163
号以南地域において、防災機能の確保を図ります。
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四條畷市個別施設計画【公共施設】の概要

1 市民総合センター
２ 教育文化センター
3 歴史民俗資料館
4 野外活動センター
5 市民総合体育館
６ 市民活動センター
7 四條畷小学校
8 田原小学校
9 四條畷南小学校

10 くすのき小学校
11 忍ケ丘小学校
12 四條畷東小学校
13 岡部小学校
14 四條畷中学校
15 四條畷西中学校
16 田原中学校
17 学校給食センター
18 教育センター
19 岡部保育所
20 忍ケ丘あおぞらこども園
21 すてっぷ★なわて
22 老人福祉センター楠風荘
23 保健センター
24 四條畷市シルバー人材センター
25 地域福祉センターさつき園
26 福祉コミュニティーセンター
27 市庁舎
28 グリーンホール田原
29 防災倉庫
30 防災行政無線中継局
31 不燃ごみ等処理資源化施設
32 環境センター
33 四條畷南中学校跡地
34 市営南野住宅
35 戎公園管理棟
36 北谷公園管理棟
37 四條畷市総合公園管理棟

38 青少年コミュニティー運動広場

39 なわて水みらいセンターテニスコート

40 市民グラウンド（テニスートを含む）

41 市民運動広場清滝

42 市民運動広場さつき

43 田原テニスコート

44 四条畷駅前タイムズ①

45 忍ケ丘駅前タイムズ

46 四条畷駅前タイムズ②

47 雁屋畑線三井リパーク

48 くすのき園跡地

49 旧四條畷荘

50 旧水道配水池

51 ＵＲ寄附土地

52 四條畷西中学校サブグラウンド

※2019年4月１日時点

■建築物系施設 ■建築物を有さない施設

対 象 施 設

37施設 １５施設

計 画 期 間

２０１９（令和元）年度から２０５０（令和32）年度まで

短期における公共施設の再編

直近１０年間（平成２０年度～平成２９年度）の公共施設にかかる投資的経費の年間平均額は約７億円となっ
ています。

本市人口ビジョンによる人口推移を前提条件に置いて作成した財政収支見通しにおいては、歳入では生産年
齢人口の減少とともに税収が減少し、歳出でも少子高齢化の影響により扶助費が増加するなどの厳しい状況で
あると予測しています。

このことから、投資的経費を直近１０年間と同程度の年間約７億円以内に抑制すべきとの考えにより、約４０％
の費用抑制を図ることとし、この率を目標値と定め、再編を進めるものとします。

目 標 値

赤字 計画策定後も継続して検討する施設

議 会 や 市 民 と の 合 意 形 成

１．これまでの取組み

白字 非耐震施設（旧耐震基準の建築物のうち、耐震
化未実施の施設又は耐震性が確認できていな
い施設。）
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四條畷市公共施設再編検討会報告書の概要

委 員 構 成 検 討 会 の 開 催 経 過

主 な 提 言 内 容

２．検討対象施設について
 市民総合センター、市庁舎及び歴史民俗資料館の施設機能の配置先

は、現状配置が望ましい。
 四條畷南中学校跡地については、周辺地域の実情をふまえ、避難所機

能を維持していくとともに、校舎棟については費用対効果を検証のうえ、
利活用を検討されたい。当該敷地に集約する機能については、教育文
化センター、四條畷市シルバー人材センター及び福祉コミュニティーセ
ンターを集約する意見や、これに市民活動センター及び老人福祉セン
ター楠風荘を加える意見があったことから、集約する機能については、
更なる検討をされたい

 上記以外の施設機能の配置、施設の規模については、更なる検討を図
られたい。

１．全体再編について
 アクセス面、耐震性の有無、設備の状況などを踏まえ、規模や配置を検討していくうえで、機能集

約だけではなく、機能分散していく視点も検討されたい。
 全体再編により利便性が低下する場合などにおいては、コンビニ等を活用し機能を地域に分散

するなどして、課題を解消していくことも一つの方法であり、民間を活用する視点も検討されたい。
 再編整備について、中長期的な視点で進めていくことから、新たな機能の整備に係る視点も検

討されたい。
 各施設の具体的な規模や整備内容については、全体再編を進める中で検討されたい。
 喫緊の課題を解消していくため、検討結果を迅速に実現していく視点 やソフト面の視点、将来世

代に継続して使用できるコンテンツの創出などの視点も検討されたい。
 新型コロナウイルス感染症の対応や人口減少社会の到来などを経て、様々な価値観が転換しよ

うとしている。今後の社会の変革を見据え、将来の負担を軽減しつつも、市民サービスの維持・向
上が図られるよう検討されたい。

 全体再編に係る整備の順番や優先順位に関しては、様々な論点があることから、本報告書を踏
まえて全体再編を検討していく中で、詳細を検討されたい。

年

度
開催 開催年月日

第1回 令和2年8月26日

第2回 令和2年10月3日

第3回 令和2年11月7日

第4回 令和3年2月27日

第5回 令和3年3月17日

第1回 令和3年6月24日

第2回 令和3年7月29日

第3回 令和3年10月14日

令

和

3

年

度

・令和2年度第5回検討会のグループワーク再編案をもとに、委員全員で議論

・主に3つの班で意見が一致した施設機能の配置先について議論

・主に2つの班で意見が一致した施設機能の配置先と3つの班で意見が一致しなかった施

設機能の配置先について議論

・グループワーク再編案に係る全体議論を終えたことから、これまでの検討内容を踏まえ作

成した報告書（案）について議論

・ 報告書（案）への意見等を踏まえて、再度、編集することとし、編集内容に意見等がなけれ

ば校了とする。なお、意見等がある場合は、再度、検討会を開催することを確認

主な内容

令

和

2

年

度

・委員長及び副委員長の選任

・個別施設計画【公共施設】及び検討対象施設（15施設）の内容説明

・四條畷南中学校跡地に係る議論

・市民団体からの意見書の取扱いについて

・第1回、第2回で出た意見の論点整理に基づく議論

・対象施設の機能把握・整備方針の考え方について議論

・再編検討のたたき案について内容説明

・第5回検討会の進め方について議論

・個別具体の議論を行うため、3班に分かれて議論

１．これまでの取組み



計画改訂に係るスケジュール（案）

案
１

№ 事項
６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

１ 特別委員会

２ パブリックコメント

３ 議決

４ 計画改訂

調査研究の対象範囲により、調査研究に要する期間が異なると想定されるため、スケジュール案を３つ
に整理。調査研究の対象範囲の確認に合わせて、計画の改訂スケジュールについても確認を行う。

２．今後の進め方
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案１．令和５年２月に計画を改訂する場合 調査研究の期間

案
２

№ 事項
６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

１ 特別委員会

２ パブリックコメント

３ 議決

４ 計画改訂

案 ２ ． 令 和 ５ 年 ３ 月 に 計 画 を 改 訂 す る 場 合

案
３

№ 事項
６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

１ 特別委員会

２ パブリックコメント

３ 議決

４ 計画改訂

案 ３ ． 令 和 ５ 年 ４ 月 に 計 画 を 改 訂 す る 場 合



調査研究の対象範囲について
２．今後の進め方

今後の議論に向けて、先ずは、調査研究の対象範囲に係る市議会と理事者の認識を一致
させる必要があるため、調査研究の対象範囲を４つの事項に整理しました。

調 査 研 究 の 対 象 範 囲

 防災機能の確保が急がれる四條畷南中学校跡地を調査研究する。

時間 範囲

長

短

広

狭
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案１ 優先度の高い施設を対象

案３ 継続検討とした１５施設を対象

 個別施設計画【公共施設】で継続検討とした１５施設のうち、 『短期における公共施設の再編』
に係る非耐震施設及び緊急性の高い建築物系施設を調査研究する。
（例） 非耐震施設・・・・・・・・・教育文化センター、市民活動センター、老人福祉センター楠風荘、

四條畷市シルバー人材センター、福祉コミュニティーセンター
優先度の高い施設・・・四條畷南中学校跡地

上記の他、特別委員会が指定する施設

案４ 計画全体を対象

 個別施設計画を構成する第１章から第７章までの事項を全て対象とし、調査研究する。

案2 継続検討とした１５施設のうち、非耐震施設や優先度の高い施設などを対象

 個別施設計画【公共施設】で継続検討とした建築物系施設及び建築物を有さない施設（合
計１５施設）を調査研究する。

（５施設）

（１施設）



２．今後の進め方
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次回の特別委員会について

調査研究の対象範囲及び計画改訂に係るスケジュールを踏まえて、次回の特別委員会
に向けて、必要な資料、開催日程等を確認。

１．次回の特別委員会で必要な資料等について

２．次回の特別委員会の開催日程

３．その他

調査研究に係る期間及び資料作成に係る期間等を踏まえ、次回の開催日程について、確認を行う。

調査研究の対象範囲に係る必要な資料等について、確認を行う。



≪参考資料≫

○四條畷市公共施設等総合管理計画（令和４年３月改訂）

データ格納先 SideBooks>全体共有＞主要計画書

○四條畷市個別施設計画【公共施設】策定（令和２年１月策定）

○四條畷市公共施設再編検討会報告書（令和４年２月）
データ格納先 SideBooks＞議会（議員）情報提供＞全議員＞令和３年度

R040215（総務部）四條畷市公共施設再編検討会報告書の提出について（情報提供）
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データ格納先 SideBooks>全体共有＞主要計画書

https://www.city.shijonawate.lg.jp/uploaded/attachment/18379.pdf
https://www.city.shijonawate.lg.jp/uploaded/attachment/18379.pdf

